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1．はじめに 
（１）ご意見・ご要望 ⇒ 意見・要望 
（２）国際的な情勢が大きく変化しつつあることを踏まえ、わが国においても、

“国内事情を第一に踏まえつつ”国際的な動向との整合性“も考慮される“べ

きである   
（３）多くの国民が、これらの商品の購買に高い意欲をもっている 

⇒多くの国民が、これらの商品に高い関心をもっている 
   多くの事業者が多種多様な食品を、効能効果の標ぼうに当たらないギリ

ギリの・・ 
⇒多くの事業者が多種多様な食品を、効能効果を標ぼうしたり消費者の適

正な判断をまどわす表示を付して・・ 
（４）消費者の漠然とした不安・懸念 
  ⇒消費者の不安・懸念 

① に「表示の一元化を踏まえ、新しい法的導入の検討も含め」を入れる 

 
２．健康食品の表示に関する課題 
（１）消費者の信頼を確保する制度として、一定の役割を果たしている 

⇒確立してきたところである“が”、一定の役割を果たしているかどうか、

検証していく必要がある。その一環として、本検討会では・・ 
（２）②一定レベルの・・食品について、“消費者に誤認を与えない”一定の機

能性表示を認める仕組みを研究すべき 
（３）虚偽・誇大な表示や広告については、健康増進法・“薬事法等”に基づく

表示規制の対象となる。 
   執行体制はぜい弱であると言わざるを得ない。“法律の一元化、執行の一

元化・整合化を図るべきである。 

 
３．具体的な対応方策の提案 
  ①“当面の措置として”特定保健用食品の表示許可手続きの透明化を図る

観点から・・ 
② このため、“トクホ制度の廃止も含めて”消費者庁・消費者委員会は以

下の課題について速やかに・・ 
以上 


